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豊橋市小規模修繕契約希望者の登録に関する要領 

 

（目的） 

第１条 豊橋市（以下「市」という。）の発注する小規模かつ軽易な修繕（以下「小規
模修繕」という。）を対象に、市内の建設工事請負業者等で、建設業法（昭和 24年法

律第 100 号）に定める建設業許可を受けていない等の理由により、建設工事の入札

参加資格の審査申請ができない者（以下「小規模事業者」という。）のうち、小規模

修繕の受注を希望する者を登録させ、市内の小規模事業者の受注機会の拡大を図るこ

とを目的とする。 

 

（登録の要件） 

第２条 登録をすることができる小規模事業者は、次の各号に該当する者とする。ただ
し、精神の機能の障害により小規模修繕を適正に行うに当たって必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者は登録を

することができない。  (1) 主たる事業所の所在地が豊橋市内にある者  (2) 建設工事等入札参加業者登録名簿に登載されていない者  (3) 希望業種を履行する際に資格又は許可等を必要とする場合は、その資格又は免   許等を有する者  (4) 市税を滞納していない者  (5) 「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 26年 3   月 26日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結）に基づく排除措置を受けていな 

い者 

 

（登録の申請及び有効期間） 

第３条 登録を希望する者は、小規模修繕契約希望者申請書（様式１）に、次の書類を
添付して、 

財務部契約検査課に申請しなければならない。  (1) 登記簿謄本又は現在（履歴）事項全部証明書（法人の場合のみ）  (2) 身分（身元）証明書（個人の場合のみ）  (3) 資格又は免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証又は免許   証等の写し 

２ 登録の有効期間は２年間とする。但し、登録の有効期間の途中で申請をした者につ
いては、当該申請以後最初に到来する登録の有効期間満了日までを有効とする。 

 

（登録名簿） 

第４条 市は、前条の規定により申請を受理した者（以下「登録者」という。）を、小 
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 規模修繕契約希望者登録名簿（以下「登録名簿」という。）に登載するものとする。 

２ 登録者は、当該登録事項に変更が生じた場合は、小規模修繕契約希望者登録変更届
（様式２）により、また、登録を廃止するときは、小規模修繕契約希望者登録廃止届

（様式３）により、遅滞なくその旨を届け出なければならない。 

３ 市は、登録者が第２条に規定する登録要件に該当しなくなった場合は、登録名簿か
ら抹消するものとする。 

 

（小規模修繕） 

第５条 登録者が受注できる小規模修繕は、50 万円以下の工事、施設、設備等の修繕

又は製造の請負契約で、需用費（修繕料）又は工事請負費で予算措置されたものとす

る。 

 

（小規模修繕の発注） 

第６条 小規模修繕を発注しようとする主管課は、登録名簿から発注の相手方を選定で
きるものとする。 

２ 主管課は、前項の規定により選定した小規模事業者から、豊橋市契約規則（昭和
39年豊橋市規則第 11号）第 52条の 3の規定に基づく見積書を徴するものとする。 

 

（契約規則の適用） 

第７条 小規模修繕契約に関して、本要領に規定のないものについては豊橋市契約規則  を適用する。 

 

  附 則 

この要領は、平成 18年 3月 1日から施行する。  附 則 

この要領は、平成 23年 4月１日から施行する。  附 則 

１この要領は、平成 24年 2月 15日から施行する。 

２平成 22・23年度用登録申請については、なお従前の例による。  附 則 

この要領は、平成 26年 4月 1日から施行する。  附 則 

この要領は、令和元年 12月 13日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年１月１日から施行する。 
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様式１ 
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様式２ 
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様式３ 

 


